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 北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和２年３月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第１号 

   北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正す

る条例

 北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年北九州市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。

 第５条第１項に次の１号を加える。

（８） 第９条の２に規定する要件を欠く者

第９条の次に次の１条を加える。

（研修の機会の付与）

第９条の２ 浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、

規則で定める研修の機会を与えなければならない。

第１０条第２項中「第４条第５項」を「第４条第７項」に改める。 

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項に１

 号を加える改正規定及び次項の規定は令和３年４月１日から、第１０条第２

項の改正規定は公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に登録を受けている浄化槽保守点検業者について

 は、改正後の第５条第１項第８号の規定は、令和４年４月１日から適用する

 。
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北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第２号 

北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に 

関する条例の一部を改正する条例 

北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

（平成３０年北九州市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる事業であって国が標準的な

費用負担の水準を定めるものに係る賦課金の総額は、当該費用負担の水準に

基づき市長が定める基準により算定した額を上限として、市長が別に定める

。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に施行中の事業に係る賦課金及び特別徴収金につい

ては、改正後の第４条第２項及び第３項の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
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 北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第３号 

   北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例等の一部を改正する条例

 （北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

の一部改正）

第１条 北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する

条例（昭和４１年北九州市条例第５６号）の一部を次のように改正する。

  第７条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改

める。

（北九州市交通事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 北九州市交通事業の設置等に関する条例（昭和４１年北九州市条例第

５７号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改

める。 

（北九州市病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第３条 北九州市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年北九州市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。

  第４条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改

める。

（北九州市公営競技事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 北九州市公営競技事業の設置等に関する条例（平成２９年北九州市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の２第８項」に改

める。 

付 則

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年３月２５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第１５号 

北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に 

関する条例施行規則の一部を改正する規則 

北九州市が施行する土地改良事業に係る賦課金及び特別徴収金に関する条例

施行規則（平成３０年北九州市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第４条第２項」を「第４条第３項」に改める。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市消防局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第１６号 

   北九州市消防局組織規則の一部を改正する規則 

 北九州市消防局組織規則（昭和６１年北九州市規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

「予防係 

                    防災啓発係」 

の項中「消防団・市民防災課」を「消防団課」に改め、同条警防部消防団・市

民防災課の項中「防災係」を削る。 

第３条予防部予防課予防係の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同項

の次に次のように加える。 

   防災啓発係 

    （１） 自主防災組織等の設立及び育成に関すること。 

    （２） 市民防災会に関すること。 

    （３） 防災に関する市民啓発に関すること。 

 第３条警防部警防課警防係の項に次の４号を加える。 

    （１２） 危機管理室との連携に関すること。  

    （１３） 地域防災計画、国民保護計画及び水防計画に基づく消防部

の活動に関すること。 

    （１４） 消防水利の整備及び保全に関すること。 

    （１５） 都市計画の防災施策に関すること。 

第３条警防部の項中「消防団・市民防災課」を「消防団課」に改め、同条警 

防部消防団・市民防災課防災係の項を削る。 

付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 第２条予防部予防課の項中「予防係」を  に改め、同条警防部 
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北九州市告示第７１号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和２年３月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

夜間対応型訪問介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００８３４

ほほえみ夜間 

サービスセン 

ター

北九州市八幡西

区永犬丸南町二

丁目２番４１号 

有限会社ほほ

えみ 

令和２年

３月１日 
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北九州市告示第７２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７

８条の１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

令和２年３月２５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 夜間対応型訪問介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０７

００１３１

ほほえみ夜間 

サービスセン 

ター 

北九州市八幡西

区永犬丸南町二

丁目２番４１号 

有限会社三ヶ

森タクシー 

令和２年

２月２９

日 

２ 地域密着型通所介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０５

０４９３３

よかとこデイ 

サービス 

北九州市小倉南

区日の出町一丁

目６番１号 

株式会社よか

とこ会 

令和２年

２月２９

日 
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北九州市上下水道局告示第４号

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２の規定により、北九州市水道条例（昭和３８年北九州市条例第１１９号）第

２８条に規定する水道料金及び同条例第３６条に規定する手数料、北九州市下

水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第１５条第１項に規定する下水

道使用料、北九州市上下水道局長事務委任規則（平成５年北九州市規則第６０

号）により委任を受けた漁業集落排水処理施設使用料、地方公営企業法第３３

条の２の規定に基づき受託契約を締結した芦屋町下水道使用料並びに地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の規定に基づき受託契約を締

結した水巻町下水道使用料の徴収事務を次のとおり委託した。

  令和２年３月２５日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信  

受 託 者
委 託 期 間

名 称 住 所

第一環境ケイ・イー・

エス共同企業体

福岡市中央区薬院四丁

目３番５号

令和２年４月１日か

ら令和７年３月３１

日まで
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第２条総務経営課の項中「経営企画係」を 

北九州市交通局管理規程第２号 

 北九州市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和２年３月２５日 

北九州市交通局長 池 上 修 

   北九州市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程 

北九州市交通局事務分掌規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第３５号

）の一部を次のように改正する。 

                    「経理係 

                    営業企画係」 

第３条総務経営課庶務係の項の次に次のように加える。 

  経理係 

（１） 財政計画に関すること。 

（２） 予算の編成及び執行管理に関すること。 

（３） 収入及び支出の審査に関すること。 

（４） 支払決定及び出納に関すること。 

（５） 決算に関すること。 

（６） 企業債に関すること。 

（７） 固定資産の除却及び減価償却に関すること。 

（８） 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

（９） 一時借入金及び資金運用に関すること。 

（１０） 地方公営企業法第４０条の２第１項に規定する書類の作成に 

関すること。 

（１１） 物品の購入、修理、加工等に関すること。 

（１２） 業者の資格審査及び登録に関すること。 

（１３） 不用物品（遺留品を含む。）の処分に関すること。 

（１４） その他他課に属しない財務事務に関すること。 

 第３条総務経営課の項中「経営企画係」を「営業企画係」に改め、同条総務

経営課経営企画係の項中第８号から第２１号までを削る。 

第４条第２項を削り、同条第３項中「（経理担当係長を除く。）」を削り、

同項を同条第２項とする。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（北九州市交通局会計規程の一部改正） 

に改める。 
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２ 北九州市交通局会計規程（昭和４３年北九州市交通局管理規程第４号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１の総務経営課企業出納員の項中「総務経営課経理担当係長」を「

総務経営課経理係長」に改める。 
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第２号

北九州市門司区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和２年３月２５日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 遠 山 義 則 

北九州市門司区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市門司区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市門司区選挙管理委

員会告示第７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市小倉北区選挙管理委員会告示第２号

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和２年３月２５日 

北九州市小倉北区選挙管理委員会 

委員長 花 田 慶 一 郎 

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市小倉北区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市小倉北区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市小倉南区選挙管理委員会告示第２号

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和２年３月２５日 

北九州市小倉南区選挙管理委員会 

委員長 齊 藤 敏 尋 

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市小倉南区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市小倉南区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第２号

北九州市若松区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和２年３月２５日 

北九州市若松区選挙管理委員会 

委員長 木 下 秀 雄 

北九州市若松区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市若松区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市若松区選挙管理委

員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市八幡東区選挙管理委員会告示第２号

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和２年３月２５日 

北九州市八幡東区選挙管理委員会 

委員長 黒 野 ま ゆ み 

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市八幡東区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市八幡東区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市八幡西区選挙管理委員会告示第２号

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定

める。 

令和２年３月２５日 

北九州市八幡西区選挙管理委員会 

委員長 井 関 貢 

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市八幡西区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市八幡西区選挙管

理委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第３号

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

令和２年３月２５日 

北九州市戸畑区選挙管理委員会 

委員長 佐 々 木 正 明 

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市戸畑区選挙管理委員会規程（昭和４９年北九州市戸畑区選挙管理委

員会告示第６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２５２条の２０第５項」を「第２５２条の２０第６項」に改め

る。

第２５条第１号中「臨時的任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

付 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定は

、令和２年３月２５日から施行する。
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